
 採用・定着のために経営者として手を打つ！！ 

評価と賃金 

 

 

 

 
 

    
  
 

◎日時：平成 29 年 7 月 5 日（水）13:30～16:00   

◎会場：浜松労政会館（浜松商工会議所 7 階） 
   

「人」の大切さを実感されている経営者様に、自社の採用・定着の課題解決のため、「経営者だ

からこそ打てる手」を解説するセミナーです。 

今、企業の「人」に関する最大の課題は、「採用できない」です。それも、5年前でしたら「思う

ような人の応募が無いから、簡単に採用できない」だったのが、今は「そもそも応募自体がない」、

どの企業でもこれが共通の悩みになっています。 

 この「採れない悩み」は、今だけの課題には終わりません。人口構成からみて、これから今以上

に「採れない時代」になっていくことは確実。となると、この問題に早急に何らかの手を打ってい

くことが必要です。 

 採用を有利に進めるにはいろいろな視点で考える必要がありますが、このセミナーでは、経営者

様にリーダーシップを発揮して実行していただきたいことを、ポイントを絞って解説します。そし

てその中でも「評価」と「賃金」については「採用」だけでなく「社員を育て、良い社員を定着さ

せる」ためにぜひやっていただきたいこととして、力を入れて解説します。 

≪当日お話しする主な内容≫  

１.「働き方改革」の企業活動への影響  

 長時間残業への法的規制（720 時間ショック！） 

  残業と残業代大幅減の、会社と社員への影響 

２．採用・定着のための「評価制度」と「賃金制度」の整備への取り組み方 

    採用を有利に進めるためのいくつかのポイント 

中小企業の今年の昇給の動向（調査結果紹介） 

    自社賃金の現状を知る   

   定着のための、負担にならないシンプルな評価制度 

    これからの自社の「賃金の決め方」を決定する 

３．評価賃金制度導入時に使える助成金のご紹介 

（平成 29 年 4 月新設、最大 130 万の受給が可能） 

助成金の解説 

この助成金をお勧めしたい企業 

    この助成金が合わない企業 

       

裏面の情報もぜひご確認の上、参加をお決めください↓ 

    
 

【講師：山口悦子 】  
西遠労務協会／（株）ビジネスコーチ人事

研究所代表   賃金コンサルタントとして

北見昌朗氏に師事、中小企業にピッタリの
賃金管理を提案している。「経営」「法律」

「人の気持ち」のバランスをとった労務管

理こそが大切と考えている。   



【開催日】 平成２９年 ７月５日（水） 13:30～16:00                               

【会  場】 浜松労政会館  （浜松商工会議所 7 階） 

【受 講 料】 １名様 8,640 円 税込  （顧問先様は無料） 

【定  員】 20 名様 （申込順） （同業者様、顧問社労士･コンサルタント様のご参加はお断りさせていただいております） 

【主催/お問い合わせ先】  

西遠労務協会 浜松市北区三方原町３１４－２ 担当：山口・松本 

            ＴＥＬ ：０５３－４３６－１０３３ ＦＡＸ：０５３－４３６－１１３８ 

               ＨＰ ：http://www.seienroumu.com      
 
 
【前回の評価賃金セミナーアンケートより】 
■外部環境の変化と共に内部の環境の変更にも手をつけていく必要があり、早急にやっていきます。 

■評価制度・賃金制度について初めて勉強したので、とてもためになりました。 

■賃金・評価制度など、考え方の知識が無かったので入口として非常に良い機会であった。 

■今の評価制度が問題点も改善点も有り、運用していく難しさを実感しているところです。経営者側、社員側の

両方の気持ちや考えを採り入れた内容でわかりやすくとても勉強になりました。 

■個人的に勉強もしてきたが、中小企業向けという部分で参考になった。 

■評価制度を活かしきれていないので今後のやり方を考えさせられました。 

 

【前回の採用セミナーアンケートより】 

■まだまだ打つ手がたくさんあって未実施であることに気付かされました。 

■求人専門業者へ頼まなければ応募者が増えないのでは？と思っていましたが、結果としてお金をかければいい

だけではないことがわかりました。 

■求める人材側に立って募集をかけないといけないと思った。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
◎お申し込み方法：以下にご記入の上、この面をそのままファックスしてください。 

◎受     付：ファックスをいただきますと受講票（及び、有料となる場合は請求書）をお送りします。 

                 万一、お申し込み後 1週間以内に受講票が届かない場合は、お手数ですが西遠労務協会

（053-436-1033）までお問い合わせをお願いいたします。 

◎受講料のお支払（有料の場合）：請求書に記載の口座に開催日の 5日前までにお振込みをお願いします。 

 

 

フリガナ                            

貴社名                         

                     

〒          

所在地 

Tel Fax 
フリガナ                                                                 

ご参加者名                                   (役職)                                  

フリガナ                                                                 

ご参加者名                                   (役職)                                  

 

７／５評価賃金 申込 ＦＡＸ : ０５３－４３６－１１３８(西遠労務協会宛)ＨＰ

【当事務所での個人情報の取扱いについて】 
＊お預かりしました個人情報は、西遠労務協会 HP（http://www.seienroumu.com）上に掲載しています当事務所の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」

に従って適切に取り扱います。 
＊お預かりしました個人情報は、①本セミナーの運営や必要な情報提供のため②メルマガの配信③当事務所のサービスに関する情報のお知らせに利用させていただきま

す。また、利用目的の範囲内において第三者に個人情報の取扱いを委託することがある他、セミナー講師に参加者名簿として提供することがあります。 
＊ご記入内容について、内容確認のご連絡をさせていただくことがあります。 


